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（趣旨）
第１条　この要綱は、新型コロナウィルス感染症等の影響による畜産飼料等の価格の高騰に伴い経営が圧迫されている畜産農家（肉用牛生産農家、養豚農家若しくは養鶏農家又は酪農経営者であって、畜産物の生産又は供給に供される家畜を飼養する者をいう。以下同じ。）の経営の維持及び安定を図ることを目的とし、市内の畜産農家、農業法人及び延岡農業協同組合に対し、畜産飼料等価格高騰対策事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、延岡市補助金等の交付に関する規則（昭和50年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者は、市内に居住する畜産農家、市内に所在地を有する畜産業を営む農業法人（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定する会社若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第２条第１項に規定する旧有限会社又は農業協同組合法（昭和22年法律第132号）に規定する農事組合法人のうち農業の経営を行う法人をいう。以下同じ。）及び延岡農業協同組合とする。
　
（補助対象経費、補助金の額等）
第３条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。
２　補助金の額は、別表に定める区分に応じて、それぞれ補助単価に交付基準日における飼養頭羽数を乗じて得た額の合計額とする。ただし、別表に定める補助上限額を限度とする。

（補助金の交付の申請）
第４条　補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑴　畜産飼料等価格高騰対策事業実績報告書（様式第２号）
⑵　別表に定める確認資料の写し
⑶　誓約書（様式第３号）
⑷　法人の登記事項証明書（農業法人が申請する場合に限る。）
⑸　その他市長が必要とする書類

（補助金の交付の決定）
第５条　市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査したうえで補助金の交付又は不交付の決定をし、補助金等交付決定通知書（規則様式第２号）又は補助金等不交付決定通知書（規則様式第３号）により当該申請をした者に通知するものとする。

（補助金の請求及び交付方法）
第６条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等請求書（規則様式第７号）を市長に提出しなければならない。

　（委任）
第７条　第４条及び前条の規定にかかわらず、補助金の交付申請、請求及び受領に関する権限は、延岡農業協同組合に委任することができる。
２　前項の規定による委任を受けた延岡農業協同組合が補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請書（様式第１号）、畜産飼料等価格高騰対策事業実績報告書（様式第２号）、交付基準日における飼養頭羽数を確認できる資料の写し及び委任状兼誓約書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。

　（手続の特例）
第８条　補助金の交付については、次に掲げる手続を省略するものとする。
⑴　規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書に添付すべき事業計画書及び収支予算書の提出
⑵　規則第12条第１項第１号に規定する収支計算書の提出
⑶　規則第13条第１項の規定による補助金の額の確定

（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、決裁の日から施行する。
　（要綱の失効）
２　この要綱は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。











別表(第３条、第４条関係)
	補助対象
経費
	区分
	補助単価
	交付基準日における
飼養頭羽数
	確認資料
	補助
上限額

	家畜の飼料に要する経費
	肉用牛
（繁殖）
	１頭当たり
7,100円
	延岡農業協同組合が保有する台帳に登録された令和４年２月１日現在の繁殖母牛の頭数
	延岡農業協同組合が発行する書類等
	畜産農家の場合にあっては1,000千円とし、農業法人又は延岡農業協同組合の場合にあっては2,000千円とする。

	
	肉用牛
（肥育）
	１頭当たり15,300円
	延岡農業協同組合が把握している令和４年２月１日現在の肥育頭数
	延岡農業協同組合が発行する書類等
	

	
	乳用牛
（酪農）
	１頭当たり14,700円
	延岡農業協同組合が把握している令和４年２月１日現在の乳牛頭数
	延岡農業協同組合が発行する書類等
	

	
	養豚
	１頭当たり41,900円
	令和４年２月１日時点の母豚の飼養頭数で市又は延岡農協協同組合の職員が確認した頭数
	延岡農業協同組合が発行する書類等
	

	
	養鶏
（種鶏）
	１羽当たり
228円
	令和３年度入雛伝票及び出荷伝票等により確認した年間の平均的な飼養羽数
	延岡農業協同組合が発行する書類等
	

	
	養鶏
（採卵）
	１羽当たり
247円
	令和３年度入雛伝票及び出荷伝票等により確認した年間の平均的な飼養羽数
	入荷先又は出荷先が発行する書類等
	

	
	養鶏
（肉養鶏）
	１羽当たり
132円
	令和３年度入雛伝票及び出荷伝票等により確認した年間の平均的な飼養羽数
	入荷先又は出荷先が発行する書類等
	

	飼養に要するガス代
	養鶏
（ブロイラー）
	１羽当たり
６円
	令和３年度入雛伝票及び出荷伝票等により確認した年間の平均的な飼養羽数
	入荷先又は出荷先が発行する書類等
	


備考　交付基準日における飼養頭羽数及び確認資料について、この表に定めるところにより難い場合は、交付基準日の飼養頭羽数が確実に把握できる別の資料等で判断することができるものとする。ただし、飼養頭羽数を確認できる資料がない場合であって、市長がやむを得ないと認める事由があるときは、令和４年11月1日時点において、市長が別に定める方法により確認した飼養頭羽数とする。
様式第１号(第４条、第7条関係)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日



補助金交付申請書

　　延岡市長　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　次の事業について補助金の交付を受けたいので、延岡市補助金等の交付に関する規則３条第1項の規定に基づいて申請します。
記

１　補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　事業の名称　　　畜産飼料等価格高騰対策事業補助金

３　補助金算定額
	補助対象
	飼養頭羽数
	補助単価(円)
	補助金(円)

	
	
	
	



　※　限度額　畜産農家の場合にあっては1,000千円とし、農業法人又は延岡農業協同組合の場合にあっては2,000千円とする。






様式第２号(第４条、第7条関係)


畜産飼料等価格高騰対策事業実績報告書



１　申請者
　　　住所
　　　氏名





２　補助金算出根拠
　　□　飼養頭羽数の根拠





　　□　飼養頭羽数が確認できる資料(資料の写しを添付すること)















様式第３号（第４条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


　延岡市長　　　


　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


誓約書

　私は、畜産飼料等価格高騰対策事業補助金の交付申請を行うにあたり、次の事項について誓約します。

※チェック欄（誓約の場合、□にチェックを入れて下さい。）

□　私は、次のアからウまでのいずれにも該当するものではありません。また、補助事業に関し、次のアからウまでのいずれの関与もありません。

ア　暴力団（延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）

イ　暴力団員（延岡市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）

ウ　暴力団関係者（延岡市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団関係者をいう。）








様式第４号（第７条関係）

委任状兼誓約書


私は、延岡市畜産飼料等価格高騰対策事業補助金に係る交付申請、請求及び受領に関する権限を、延岡農業協同組合代表理事組合長　　　　　　に委任します。
　また、畜産飼料等価格高騰対策事業補助金の交付申請を行うにあたり、次の事項について誓約します。
　私は、次のアからウまでのいずれにも該当するものではありません。また、補助事業に関し、次のアからウまでのいずれの関与もありません。
ア　暴力団（延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。）
イ　暴力団員（延岡市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）
ウ　暴力団関係者（延岡市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団関係者をいう。）


　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日



　住所

　氏名　　　　　　　　











